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第 529号 

令和 6年(2024年) 

7月 5日 
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規則 
○ 埼玉県文書管理規則の一部を改正する規則（文書課） 

訓令 
○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

管理規程 
○ 埼玉県企業局公文例及び文書管理規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県下水道局文書管理規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

告示 
○ ノーコードツールサービス提供業務に関する落札者等の公示（行政・デジタル改革課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定（障害者福祉推進課） 

○ 令和 6年度埼玉県毒物劇物取扱者試験の実施（保健医療政策課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 名細第一土地改良区の役員就退任届（川越農林振興センター） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 蓮田市高虫西部土地区画整理事業の都市計画の変更に関わる図書の写しの縦覧（市街地

整備課） 

○ 令和６年度埼玉県立学校指導者用端末等賃貸借に関する落札者等の公示（ＩＣＴ教育推

進課） 

○ 県道和光インター線の供用の開始（朝霞県土整備事務所） 

○ 県道東武動物公園停車場線の供用の開始（杉戸県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 



 

令和 6年(2024年)7月 5日 

 

○ 不在者投票を行うことができる施設の指定（選挙管理委員会） 

雑報 
○ 特殊肥料の検査結果の公表に関する告示（病害虫防除所） 
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規

則 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
四
条
第
三
項
中
「
改
善
さ
せ
」
の
下
に
「
、
並
び
に
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年

埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て

一
般
の
利
用
に
供
す
る
公
文
書
の
書
誌
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
書
誌
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提

供
を
承
認
さ
せ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

文
書
等
の
完
結
及
び
前
項
の
承
認
を
受
け
る
前
の
書
誌
情
報
の
確
認
に
関
す
る
事
務
を
処
理

さ
せ
る
た
め
、
課
及
び
所
に
文
書
公
開
情
報
確
認
者
を
置
く
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

目
次
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
」

に
改
め
る
。 

第
二
条
第
八
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
、
保
存
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第

四
条
第
四
項
の
」
の
下
に
「
文
書
公
開
情
報
確
認
者
、
同
条
第
五
項
の
」
を
加
え
、
「
同
条
第
五

項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

公
文
書
検
索
・
閲
覧
シ
ス
テ
ム
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

七
十
七
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
の
う
ち
公
文
書
の

書
誌
情
報
を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
に
掲

載
す
る
公
文
書
の
書
誌
情
報
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
書
誌
情
報
」
と
い
う
。
）

の
提
供
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ
っ

て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

２ 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
等
の
完
結
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
条
第
二
項
第
三
号
の
承
認
を
受
け
る
前
の
書
誌
情
報
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
章
の
章
名
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
章
中
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



（
完
結
） 

第
三
十
六
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
た
文
書
等
が

完
結
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
当
該
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
を
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
公
営
企
業
管
理
規
程

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ

っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ

っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ノーコードツールサービス提供業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部行政・デジタル改革課ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年５月２日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込１丁目３番６号 

５ 落札金額 

  134,982,540円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年４月５日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



小
川 

晃
生 

青
柳 

龍
太
郎 

吉
野 

隆
之 

渡
邉 

崇 

医
師
の
氏
名 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

腎
臓
内
科 

内
科 

内
科 

膠
原
病
リ
ウ
マ
チ

内
科 

診
療
科
名 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

新
座
志
木
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
生
協
さ
い
た
ま 

秩
父

生
協
病
院 

医
療
法
人 

渡
辺
小
児
科

内
科
医
院 

医
療
機
関
の
名
称 

新
座
市
東
北
一
―
七
―
二 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

秩
父
市
阿
保
町
一
―
十
一 

羽
生
市
北
三
―
十
二
―
三 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

指
定
年
月
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号 

 
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
の
期
日
及
び
場
所 

    

二 

試
験
区
分 

 

イ 

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ロ 

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ハ 

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

三 

試
験
科
目 

 

イ 

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規 

 

ロ 

基
礎
化
学 

 

ハ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締 

 
 

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一 

 
 

に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二 

 
 

に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法 

 

ニ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
一
に
掲 

 
 

げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二
に
掲 

 
 

げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
識
別
及
び
取
扱
方
法 

四 

受
験
手
続 

 

イ 

受
付
方
法 

 

埼
玉
県
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。
な
お
、

電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
別
途
埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
/
a
0
7
0
1
/
e
i
s
e
i
s
h
i
k
e
n
/
d
o
k
u
g
e
k
i
s
h
i

k
e
n
/
h
3
0
/
g
o
a
n
n
a
i
.
h
t
m
l

）
に
掲
載
す
る
。 

ロ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
十
九
日
（
金
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
八
月
五
日
（
月
）
午
後
十
一
時
五 

 
 

十
九
分
ま
で 

 

令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
（
日
） 

試 

験 

期 
日 

獨
協
大
学
（
埼
玉
県
草
加
市
学
園
町
一
番
一
号
） 

試 
 

験 
 

場 
 

所 

 



五 

試
験
手
数
料 

 
 

一
万
千
円
を
受
験
案
内
で
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。 

六 
合
格
発
表 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
七
日
（
月
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
（
水
）

午
後
五
時
ま
で
埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l

g
.
j
p
/
a
0
7
0
1
/
e
i
s
e
i
s
h
i
k
e
n
/
d
o
k
u
g
e
k
i
s
h
i
k
e
n
/
h
3
0
/
g
o
a
n
n
a
i
.
h
t
m
l

）
に
掲
載
す
る
。 

七 

そ
の
他 

 

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
等
の
理
由
で
埼
玉
県
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
等
が
困
難

で
あ
る
場
合
に
は
、
埼
玉
県
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
セ
ン
タ
ー
（
〇
四
八
ー
八
三
〇
ー
三
五
二

三
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
三
郷
店 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
さ
つ
き
平
一
丁
目
八
百
十
二
番
地
一
、
八
百
三
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
長
崎
屋 

代
表
取
締
役 

赤
城
真
一
郎 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

外
計
八
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
長
崎
屋 

代
表
取
締
役 

赤
城
真
一
郎 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

外
計
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
草
加
店 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
二
丁
目
八
番
三
十
三
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
新
座
野
火
止
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
六
百
四
十
六
―
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
Ｕ
Ｎ
Ｙ
大
桑
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
鳩
山
町
十
番
地
十 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

代
表
取
締
役 

白
濱

満
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 
代
表
取
締
役 

平
田

一
馬 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
十
四
番
一
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
Ｕ
Ｄ
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

片
桐
三
希
成 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

（
変
更
後
）
Ｕ
Ｄ
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

鈴
木
康
介 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
上
尾
今
泉
店 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
今
泉
百
九
―
一 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

名
細
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

就
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

數 

野 

浩 

司 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鯨
井
百
二
十
八
番
地 

 

同 
 

岡 

田 

元 

冨 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
六
百
四
十
八
番
地
二 

 

同 
 

數 

野 

正 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
七
番
地 

 

同 
 

小 

嶋 

一 

雄 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
五
十
九
番
地 

 

同 
 

伊 

藤 

高 

夫 

同 
 

同 
 

同 
 

 
千
八
十
七
番
地 

 

同 
 

早 

川 

利 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 
千
八
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

中 

野 

一 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
五
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

関 

根 
 

 

誠 

同 
 

同 
 

大
字
上
戸
三
百
二
十
三
番
地 

 

同 
 

小 

田 

輝 

男 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
五
百
八
十
八
番
地
一 

 

同 
 

増 

田 

輝 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

岡 

部 
 

 

実 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
六
十
九
番
地
七 

 

同 
 

田 

中 

壽 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
五
十
番
地 

 

同 
 

木 

所 

清 

司 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

七
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

安 

田 

昌 

男 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
八
十
四
番
地 

 

 

同 
 

滝 

本 

克 

武 

同 
 

同 
 

同 
 

 

八
十
八
番
地 

 

同 
 

新 

井 

良 

一 

同 
 

同 
 

大
字
小
堤
二
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

増 

田 

芳 

隆 

同 
 

坂
戸
市
大
字
中
小
坂
三
百
三
十
番
地 

 

 

監
事 

増 

田 

日
出
雄 

同 
 

川
越
市
大
字
下
小
坂
六
百
六
十
四
番
地
二 

 

同 
 

新 

井 

博 

行 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
十
七
番
地 

 
 

 
 

 

 

同 
 

稲 

村 

隆 

治 

同 
 

同 
 

大
字
鯨
井
千
四
百
八
十
六
番
地
二 

二 

退
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 
 

理
事 

數 

野 

浩 

司 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鯨
井
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

岡 

田 

元 

冨 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
六
百
四
十
八
番
地
二 

 
 

同 
 

伊 

藤 

高 

夫 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
十
七
番
地 



 
 

同 
 

小 

嶋 

一 

雄 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
五
十
九
番
地 

 

 
 

同 
 

眞
仁
田 

 
 

洋 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
百
四
十
八
番
地 

 
 

同 
 

中 

野 

一 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
五
百
七
十
二
番
地 

 
 

同 
 

関 

根 
 

 

誠 

同 
 

同 
 

大
字
上
戸
三
百
二
十
三
番
地 

 
 

同 
 

小 

田 

輝 

男 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
五
百
八
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

増 
田 

幾
久
治 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
八
十
九
番
地
一 

 
 

同 
 

増 

田 
輝 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

木 

所 

清 
司 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

七
百
二
十
一
番
地 

 
 

同 
 

田 

中 

壽 

男 
同 

 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
五
十
番
地 

 
 

同 
 

滝 

本 
 

 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
百
二
十
二
番
地
一 

 
 

同 
 

安 

田 

昌 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 

八
十
四
番
地 

 
 

同 
 

安 

田 

清 

美 

同 
 

同 
 

同 
 

 

三
十
八
番
地 

 
 

同 
 

新 

井 

良 

一 

同 
 

同 
 

大
字
小
堤
二
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

増 

田 

芳 

隆 

同 
 

坂
戸
市
大
字
中
小
坂
三
百
三
十
番
地 

 

 

監
事 

數 

野 

正 

一 

同 
 

川
越
市
大
字
鯨
井
千
百
七
番
地 

 
 

同 
 

増 

田 

日
出
雄 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
六
百
六
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

新 

井 

博 

行 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
十
七
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
三
―
一
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
帯
刀
字
中
在
八
百
八
番
一
外
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

百
五
十
一
・
四
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
二
七
八
八
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  令和６年度埼玉県立学校指導者用端末等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年５月24日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  748,822,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年４月19日 

 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

 

 

 

 



 

 

和
光
イ
ン
タ
ー
線 

路 
 

線 
 

名 

和
光
市
新
倉
二
丁
目
二
九
五
七
番
一
地
先 

か
ら
同
市
新
倉
二
丁
目
二
九
五
七
番
一
地
先

ま
で 

 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
六
年
七
月
五
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

五

年

三

月

十

七

日
付
け
埼
玉
県
朝
霞
県

土

整

備

事

務

所

長

告

示
第
三
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
五
・
四
一
メ
ー
ト

ル 

備 

 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

荒 

井 

正 

之 

   
 



 

 

東
武
動
物
公
園
停
車
場

線 

路 
 

線 
 

名 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
二
丁
目
九
二
番
一
地

先
か
ら
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
一
六

二
四
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

令
和
六
年
七
月
五
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

三
九
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
四
月
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
五
〇
一
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
赤
沼
字
鳩
山
千
九
百
四
十
八
番
七
、
同
番
十
二
、
同
番
十
九 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
か
す
み
野
一
丁
目
二
十
四
番
地
七 

 
 

内
村 

浩
二 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
五
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
帯
刀
字
中
在
八
百
八
番
一
、
八
百
三
番
三
、
八
百
三
番
四 
 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

埼
玉
ひ
び
き
の
農
業
協
同
組
合 

代
表
理
事
組
合
長 

五
十
嵐 
雅
樹 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
八
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
七
月
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
株
式
会
社 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア 

ラ
ヴ
ィ
ー
レ
鶴
ヶ
島 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
株
式
会
社 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア 

ラ
ヴ
ィ
ー
レ
西
大
宮 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
五
味
ケ
谷
百
十
一

番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
西
大
宮
一

丁
目
十
八
番
地
一 

所 
 

在 
 

地 



雑

報 

 
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 
 

 

弘 

信 
 

 
 



令和６年５月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

   Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

堆肥 
朝日アグリア㈱ 

レオグリーン特Ｉ号   3.5 3.4 1.3    10 11.1 
  

四方田正彦 
植性発酵堆肥 1.4 0.9 3.1    18 30.9  

 

 
備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣaＯ－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 
 
 

 

 

 



規

則 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
四
条
第
三
項
中
「
改
善
さ
せ
」
の
下
に
「
、
並
び
に
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年

埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て

一
般
の
利
用
に
供
す
る
公
文
書
の
書
誌
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
書
誌
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提

供
を
承
認
さ
せ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

文
書
等
の
完
結
及
び
前
項
の
承
認
を
受
け
る
前
の
書
誌
情
報
の
確
認
に
関
す
る
事
務
を
処
理

さ
せ
る
た
め
、
課
及
び
所
に
文
書
公
開
情
報
確
認
者
を
置
く
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

目
次
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
」

に
改
め
る
。 

第
二
条
第
八
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
、
完
結
、
保
存
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第

四
条
第
四
項
の
」
の
下
に
「
文
書
公
開
情
報
確
認
者
、
同
条
第
五
項
の
」
を
加
え
、
「
同
条
第
五

項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

公
文
書
検
索
・
閲
覧
シ
ス
テ
ム
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

七
十
七
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
の
う
ち
公
文
書
の

書
誌
情
報
を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
に
掲

載
す
る
公
文
書
の
書
誌
情
報
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
書
誌
情
報
」
と
い
う
。
）

の
提
供
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ
っ

て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

２ 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
等
の
完
結
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
条
第
二
項
第
三
号
の
承
認
を
受
け
る
前
の
書
誌
情
報
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
章
の
章
名
中
「
施
行
」
の
下
に
「
及
び
完
結
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
章
中
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



（
完
結
） 

第
三
十
六
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
た
文
書
等
が

完
結
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
当
該
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
を
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
公
営
企
業
管
理
規
程

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ

っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
公
開
情
報
確
認
者
） 

 

第
三
条
の
二 

文
書
公
開
情
報
確
認
者
は
、
課
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
、
所
に
あ

っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

主
幹
の
職
に
あ
る
者
又
は
課
長
が
指
定
す
る
者 

 

二 

担
当
部
長
の
職
に
あ
る
者
又
は
所
長
が
指
定
す
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ノーコードツールサービス提供業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部行政・デジタル改革課ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年５月２日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込１丁目３番６号 

５ 落札金額 

  134,982,540円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年４月５日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



小
川 

晃
生 

青
柳 

龍
太
郎 

吉
野 

隆
之 

渡
邉 

崇 

医
師
の
氏
名 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

腎
臓
内
科 

内
科 

内
科 

膠
原
病
リ
ウ
マ
チ

内
科 

診
療
科
名 

医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会 

新
座
志
木
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
生
協
さ
い
た
ま 

秩
父

生
協
病
院 

医
療
法
人 

渡
辺
小
児
科

内
科
医
院 

医
療
機
関
の
名
称 

新
座
市
東
北
一
―
七
―
二 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

秩
父
市
阿
保
町
一
―
十
一 

羽
生
市
北
三
―
十
二
―
三 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

指
定
年
月
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号 

 
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
の
期
日
及
び
場
所 

    

二 

試
験
区
分 

 

イ 

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ロ 

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ハ 

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

三 

試
験
科
目 

 

イ 

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規 

 

ロ 

基
礎
化
学 

 

ハ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締 

 
 

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一 

 
 

に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二 

 
 

に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法 

 

ニ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
一
に
掲 

 
 

げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二
に
掲 

 
 

げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
識
別
及
び
取
扱
方
法 

四 

受
験
手
続 

 

イ 

受
付
方
法 

 

埼
玉
県
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。
な
お
、

電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
別
途
埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
/
a
0
7
0
1
/
e
i
s
e
i
s
h
i
k
e
n
/
d
o
k
u
g
e
k
i
s
h
i

k
e
n
/
h
3
0
/
g
o
a
n
n
a
i
.
h
t
m
l

）
に
掲
載
す
る
。 

ロ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
十
九
日
（
金
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
八
月
五
日
（
月
）
午
後
十
一
時
五 

 
 

十
九
分
ま
で 

 

令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
（
日
） 

試 

験 

期 
日 

獨
協
大
学
（
埼
玉
県
草
加
市
学
園
町
一
番
一
号
） 

試 
 

験 
 

場 
 

所 

 



五 

試
験
手
数
料 

 
 

一
万
千
円
を
受
験
案
内
で
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。 

六 
合
格
発
表 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
七
日
（
月
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
（
水
）

午
後
五
時
ま
で
埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l

g
.
j
p
/
a
0
7
0
1
/
e
i
s
e
i
s
h
i
k
e
n
/
d
o
k
u
g
e
k
i
s
h
i
k
e
n
/
h
3
0
/
g
o
a
n
n
a
i
.
h
t
m
l

）
に
掲
載
す
る
。 

七 

そ
の
他 

 

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
等
の
理
由
で
埼
玉
県
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
等
が
困
難

で
あ
る
場
合
に
は
、
埼
玉
県
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
セ
ン
タ
ー
（
〇
四
八
ー
八
三
〇
ー
三
五
二

三
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
三
郷
店 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
さ
つ
き
平
一
丁
目
八
百
十
二
番
地
一
、
八
百
三
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
長
崎
屋 

代
表
取
締
役 

赤
城
真
一
郎 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

外
計
八
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
長
崎
屋 

代
表
取
締
役 

赤
城
真
一
郎 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

外
計
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
草
加
店 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
二
丁
目
八
番
三
十
三
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
新
座
野
火
止
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
六
百
四
十
六
―
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

梅
田
圭 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
Ｕ
Ｎ
Ｙ
大
桑
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
鳩
山
町
十
番
地
十 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

代
表
取
締
役 

白
濱

満
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
セ
ッ
ト
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 
代
表
取
締
役 

平
田

一
馬 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
北
葛
西
四
丁
目
十
四
番
一
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
Ｕ
Ｄ
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

片
桐
三
希
成 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

（
変
更
後
）
Ｕ
Ｄ
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

鈴
木
康
介 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
間
久
里
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
下
間
久
里
八
百
二
十
一
番
一 

外 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
上
尾
今
泉
店 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
今
泉
百
九
―
一 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
多
田
高
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

五
味
肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

名
細
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

就
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

數 

野 

浩 

司 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鯨
井
百
二
十
八
番
地 

 

同 
 

岡 

田 

元 

冨 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
六
百
四
十
八
番
地
二 

 

同 
 

數 

野 

正 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
七
番
地 

 

同 
 

小 

嶋 

一 

雄 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
五
十
九
番
地 

 

同 
 

伊 

藤 

高 

夫 

同 
 

同 
 

同 
 

 
千
八
十
七
番
地 

 

同 
 

早 

川 

利 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 
千
八
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

中 

野 

一 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
五
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

関 

根 
 

 

誠 

同 
 

同 
 

大
字
上
戸
三
百
二
十
三
番
地 

 

同 
 

小 

田 

輝 

男 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
五
百
八
十
八
番
地
一 

 

同 
 

増 

田 

輝 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

岡 

部 
 

 

実 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
六
十
九
番
地
七 

 

同 
 

田 

中 

壽 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
五
十
番
地 

 

同 
 

木 

所 

清 

司 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

七
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

安 

田 

昌 

男 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
八
十
四
番
地 

 

 

同 
 

滝 

本 

克 

武 

同 
 

同 
 

同 
 

 

八
十
八
番
地 

 

同 
 

新 

井 

良 

一 

同 
 

同 
 

大
字
小
堤
二
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

増 

田 

芳 

隆 

同 
 

坂
戸
市
大
字
中
小
坂
三
百
三
十
番
地 

 

 

監
事 

増 

田 

日
出
雄 

同 
 

川
越
市
大
字
下
小
坂
六
百
六
十
四
番
地
二 

 

同 
 

新 

井 

博 

行 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
十
七
番
地 

 
 

 
 

 

 

同 
 

稲 

村 

隆 

治 

同 
 

同 
 

大
字
鯨
井
千
四
百
八
十
六
番
地
二 

二 

退
任 

 
 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 
 

理
事 

數 

野 

浩 

司 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
鯨
井
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

岡 

田 

元 

冨 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
六
百
四
十
八
番
地
二 

 
 

同 
 

伊 

藤 

高 

夫 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
十
七
番
地 



 
 

同 
 

小 

嶋 

一 

雄 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
百
五
十
九
番
地 

 

 
 

同 
 

眞
仁
田 

 
 

洋 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
八
百
四
十
八
番
地 

 
 

同 
 

中 

野 

一 

明 

同 
 

同 
 

同 
 

 

千
五
百
七
十
二
番
地 

 
 

同 
 

関 

根 
 

 

誠 

同 
 

同 
 

大
字
上
戸
三
百
二
十
三
番
地 

 
 

同 
 

小 

田 

輝 

男 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
五
百
八
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

増 
田 

幾
久
治 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
八
十
九
番
地
一 

 
 

同 
 

増 

田 
輝 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

六
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

木 

所 

清 
司 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

七
百
二
十
一
番
地 

 
 

同 
 

田 

中 

壽 

男 
同 

 

同 
 

同 
 

 
 

五
百
五
十
番
地 

 
 

同 
 

滝 

本 
 

 

雄 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
百
二
十
二
番
地
一 

 
 

同 
 

安 

田 

昌 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 

八
十
四
番
地 

 
 

同 
 

安 

田 

清 

美 

同 
 

同 
 

同 
 

 

三
十
八
番
地 

 
 

同 
 

新 

井 

良 

一 

同 
 

同 
 

大
字
小
堤
二
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

増 

田 

芳 

隆 

同 
 

坂
戸
市
大
字
中
小
坂
三
百
三
十
番
地 

 

 

監
事 

數 

野 

正 

一 

同 
 

川
越
市
大
字
鯨
井
千
百
七
番
地 

 
 

同 
 

増 

田 

日
出
雄 

同 
 

同 
 

大
字
下
小
坂
六
百
六
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

新 

井 

博 

行 

同 
 

同 
 

大
字
平
塚
十
七
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
三
―
一
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
帯
刀
字
中
在
八
百
八
番
一
外
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

百
五
十
一
・
四
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
二
七
八
八
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  令和６年度埼玉県立学校指導者用端末等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年５月24日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  748,822,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年４月19日 

 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

 

 

 

 



 

 

和
光
イ
ン
タ
ー
線 

路 
 

線 
 

名 

和
光
市
新
倉
二
丁
目
二
九
五
七
番
一
地
先 

か
ら
同
市
新
倉
二
丁
目
二
九
五
七
番
一
地
先

ま
で 

 

 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
七
月
五
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令

和

五

年

三

月

十

七

日
付
け
埼
玉
県
朝
霞
県

土

整

備

事

務

所

長

告

示
第
三
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
五
・
四
一
メ
ー
ト

ル 

備 

 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

荒 

井 

正 

之 

   
 



 

 

東
武
動
物
公
園
停
車
場

線 

路 
 

線 
 

名 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
二
丁
目
九
二
番
一
地

先
か
ら
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
一
六

二
四
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

令
和
六
年
七
月
五
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

三
九
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
四
月
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
五
〇
一
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
赤
沼
字
鳩
山
千
九
百
四
十
八
番
七
、
同
番
十
二
、
同
番
十
九 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
か
す
み
野
一
丁
目
二
十
四
番
地
七 

 
 

内
村 

浩
二 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
五
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
帯
刀
字
中
在
八
百
八
番
一
、
八
百
三
番
三
、
八
百
三
番
四 
 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

埼
玉
ひ
び
き
の
農
業
協
同
組
合 

代
表
理
事
組
合
長 

五
十
嵐 
雅
樹 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
八
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
七
月
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
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Ｏ
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Ｐ
Ｏ
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レ
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Ｏ
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Ｏ
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式
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社 
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Ｐ
Ｏ
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ー
レ
西
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宮 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
五
味
ケ
谷
百
十
一

番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
西
大
宮
一

丁
目
十
八
番
地
一 

所 
 

在 
 

地 



雑

報 

 
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 
 

 

弘 

信 
 

 
 



令和６年５月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

   Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

堆肥 
朝日アグリア㈱ 

レオグリーン特Ｉ号   3.5 3.4 1.3    10 11.1 
  

四方田正彦 
植性発酵堆肥 1.4 0.9 3.1    18 30.9  

 

 
備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣaＯ－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 
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